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要旨 

 本稿は，米国中西部インディアナ州の 2000 年以降の教育財政改革を論じる．

インディアナ州の教育財政改革は，その財源となっている財産税改革であった．

財産税は地方政府の主要な教育財源であるが，インディアナ州の財産税改革に

よって，教育財政の州集権化が進んだことを明らかにした． 

 

 キーワード：教育財政，財政連邦主義，財産税 

 

１．はじめに 

 

本稿は，米国中西部インディアナ州

の 2000 年以降の教育財政改革を検討

する．筆者はこれまで米国中西部州の

企業課税改革について整理してきた．

松井（2018）ではミシガン州の企業課

税改革を，松井（2019）ではオハイオ

州の企業課税改革を検討した．松井（2

020）ではインディアナ州の 2000 年以

降の企業課税改革を検討し，インディ

アナ州の企業課税改革は財産税改革

であったことを明らかにした．これら

                                                   
1 「地方政府」については，理論上の

「中央政府」に対する「地方政府」と

して用いる場合には，州も含めるが，

州政府とその下位の地方政府を分け

の，とくに松井（2020）の整理を教育

財政の視点から考察したものが本稿

である．財産税は地方政府 1の主要な

教育財源であり，インディアナ州の財

産税改革によって，どのように変わっ

てきたかを明らかにする試みである．

以下，第 2 節では，米国の地方財政に

関する主要先行研究を整理し，第 3 節

では，インディアナ州の州財政，財産

税改革の概要を整理する．第 4 節で

は，米国の公教育のなかでも，教育財

源をめぐる議論を整理する．第 5 節で

は，財産税改革の結果と競争的連邦主

て言及する際には，州政府は「地方政

府」に含めない．  
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義との関係について検討する． 

 

２．米国の地方財政に関する主要先

行研究 

 

米国の地方財政に関する先行研究

においては，政府間財政関係，政府間

税源配分，政府間補助金，州・地方税，

州・地方債，州・市財政の分析などの

多角的な側面から豊富な研究が積み

重ねられてきた．政府間財政関係，財

政移転の視角に立つ主要な研究とし

て片桐（1993；2005）を挙げることが

できる．片桐（1993）は，恐慌期の連

邦・都市政府間の行財政関係が形成さ

れていく過程を明らかにしている．連

邦は軍事・外交といった分野について

の権限を有し，州はほとんどの内政に

ついての権限を有するという二重連

邦主義から，内政の権限を連邦と州が

対等の関係において分有し，内政の目

標達成のために協調するという協調

的連邦主義への移行を論じた．次に片

桐（2005）は，福祉国家財政の再編過

程という見地から，1980 年代レーガ

ン政権以降の連邦・州・地方政府間財

政関係の変容について，社会保障，州

                                                   
2 片桐（2005）p.23．ブレトン教授が
1988 年に行った講演をもとにした競
争的連邦主義の論考が遠藤（1990）に

 • 地方税，医療，公共投資，無財源

マンデイト問題などを取り上げて詳

細に分析し，財政連邦主義に関する伝

統的機能配分論により，従来通説とさ

れてきた財政の 3 機能をめぐる中央

政府と地方政府の責任分担論を問い

直し，それまでの協調的連邦主義から

強制的連邦主義，競争的連邦主義への

流れを整理した．なお，強制的連邦主

義とは連邦政府がゲームのルールを

決めるという連邦・州・地方の垂直的

関係を表し，競争的連邦主義 2とはＡ・

ブレトン（1991）によれば，1980 年代

のレーガン連邦政権における緊縮政

策に対応して，州・地方が自主財源強

化に動き出し，州間，地方間，都市間

で展開された租税競争に代表される

政府間関係である．片桐（2005）では，

競争的連邦主義を連邦・州・地方の間

に，また州・地方間に競争的にコスト

シフティング・ゲームが展開されるこ

とと表している3．たとえば，片桐（2

005）は，地方の基幹財源である財産

税については，1970 年代以降の納税

者の反乱の影響もあって増税できず，

財政難に陥った地方は州がその業務

をひきとって実施したケース，教育財

まとめられている．Breton (1991). 
3 片桐（2005）p.7. 
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政訴訟の影響で十分な公教育のため

に州が行うことになったケースなど，

州への集権化の動きも紹介している 4． 

同様の指摘として，前田（1992）は，

連邦政府は行財政効率化の鍵を分権

主義に見出したため，連邦レベルから

州レベルへの行財政権限・機能のシフ

トが行われ，州政府への分権化（州へ

の集権化）が進んだとする5．また，小

泉（2017）は，カリフォルニア州財政

史という長期的な視点から，1970 年

代の財産税をめぐる納税者の反乱以

降の州・地方財政の長期的な変容過程

を明らかにした．とくに重要なのは，

州政府が財産税を州税化し，州補助金

と州所得税とを通じて地方の財政需

要に応答しようとし，州・地方税体系

の重心が財産税から州所得税にシフ

トした，という指摘である6． 

 ブルノリ（2020）は教育財政の州集

権化は財産税に大きな影響を及ぼす．

財産税への依存を減少させ，財産税の

増税を難しくさせる．また，「教育基

金の制限は財産税に効果を及ぼす重

要な要素である．持ち家所有者は教育

の質に直結するならば，高い財産税を

                                                   
4 片桐（2005）pp.32-33. 
5 前田（1992）p.2. 
6 小泉（2017）pp.272-273. 
7 Brunori（2020）p.60．  

喜んで支払うという関係にあるが，教

育基金の制限の動きはこの関係を本

質的に壊す」というシェフリンの声を

紹介する7．さらに，州集権化は生徒の

パフォーマンスに影響を与え，学区間

の不平等を解決させないとする 8． 

教育財政に関しては 1983 年，レー

ガン政権下で教育省長官の諮問機関

が報告書「危機に立つ国家（A Nation

 at Risk）」を発表し，新自由主義路線

に基づいた教育改革路線を進めた．公

設民営のチャータースクール，バウチ

ャー制など学校選択制を打ち出した 9.

2001 年，ジョージ・W・ブッシュ政権

が「落ちこぼれ防止法（No Child Le

ft Behind Act of 2001）」を制定し，

スタンダード（標準）とアカウンタビ

リティ（結果責任）の名の下に，学力

標準テストに到達しない学校への制

裁を義務付けている10. 

 

 ３．インディアナ州の 2000 年代以

降の財政改革11 

 

３．１ インディアナ州財政，財産

税の計算 

8 Brunori（2020）p.121． 
9 鈴木（2016）pp.20-21． 
10 鈴木（2016）p.28． 
11 本項目の叙述は松井（2020）による． 
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インディアナ州の財政年度は，7 月

に始まり，翌年 6 月に終わる．したが

って，2007 財政年度（以下，年度）は

2006 年 7 月 1 日から 2007 年 6 月 30

日までであるが，その時点で州の主要

税収構成は，小売売上税・移入税 40.

4％，個人所得税 34.2％，地方所得税

14.4％，法人所得税 5.6％であった12．

税率は，州小売売上税が６％，所得税

は単一税率で 3.4％，法人所得税は 8.

5％であった．インディアナ州の地方

政府は，92 の郡（County）と 1,008 の

市，タウンシップから構成される．郡

は州の下部機関として，教育，健康・

福祉，警察，高速道路等を提供する役

割を担う．2000 年度時点で，地方政府

全体でみた財源構成は，地方税収 37.

5％，政府間援助 36.0％，手数料 18.

0％であり，地方税収のうち財産税が

88.6％を占めた13． 

財産税の計算は次のように行われ

る．まず，評価官（Assessor）が不動

産の価値を粗評価価値（Gross Assess

ed Value）として評価する．粗評価価

                                                   
12 インディアナ州歳入庁（2007）．な

お「移入税」は“Use Tax”の邦訳であ

る．訳語として「利用税」「使用税」

などが用いられているが，本稿では

「州内で使用するために州外で購入」

するという意味から「移入税」を用い

値から控除可能額（Credit）を引いて

算出した純評価価値（Net Assessed V

alue）に地域ごとの税率を乗じて税額

が計算される．各地域の税率はそれぞ

れの財政運営に必要な見積額から算

出される14．たとえば，2007 年の税率

をみると，最低 0.9065％（コシアス

コ郡タークークリークタウンシップ）

から最高 8.3447％（レイク郡イース

トシカゴコープ〔北〕）まで，大きな

幅がある15．なお，後に述べるように

2008 年からキャップ制が導入されて

いるが，粗評価価値にキャップ率を乗

じた金額が納税額の限度になる．ただ

し，償却資産については，評価とその

計算は納税者側が行って毎年申告す

る16．財産には，居住用資産（Homest

ead, Residential Property），農業用地

（Agricultural Land），商工業用不動産

（Commercial, Industrial Real Propert

y）などの不動産（Real Property）及び

無形・有形償却資産，棚卸資産（Dep

reciable Equipment）などの動産（Per

sonal Property）がある． 

 

る． 
13 Faulk (2004) p.1. 
14  Department of Local Government 

Finance (2018a). 
15 Stats Indiana (2018).  
16 Faulk（2004）p.1. 
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３．２ インディアナ州の 20 世紀

の財政改革  

 

インディアナ州における 2000 年以

降の財政改革の議論の中心は財産税

であった．1830 年に導入された財産

税の主要な改革の動きは表 1 にまと

めた．とくに重要なのは 1966 年の州

憲法修正により不動産と動産を分け，

動産税の一部が個別消費税へ移行し

たことである（Article 10, Section 1）．

1966 年には無形動産と家庭用動産を

非課税とする修正も行われた 17．なお，

償却資産課税について，1953 年，全米

租税学会（National Tax Association）

の動産・償却資産課税検討委員会は，

①サービス業なども重要産業になっ

てきた現代の経済構造とそぐわなく

なってきている，②産業機械を保有す

る特定の産業に偏ってしまうなどの

問題があることから，廃止するよう提

言した18． 

1973 年，共和党ボウエン（Otis Bo

wen）知事による税制改革のなかで，

財産税の負担軽減が行われた．まず，

財産税代替控除（Property Tax Replac

ement Credit［PTRC］）を導入する代

替財源として，小売売上税の税率を，

                                                   
17 Stafford and Deboer (2014) p.6. 

食料品を除いて 2％から 4％に引き上

げた．また，財産税に上限を設けた郡

の代替財源として郡調整粗所得税（C

ounty Adjusted Gross Income Tax［C

AGIT］）を導入した． 

 

表１ インディアナ州における主要

な財産税改革 

1966 年 

州憲法修正により，不動産と動産

が分けられ，動産税の一部が個別

消費税へ移行し，動産のうち無形

動産と家庭用動産が非課税とされ

た． 

1973 年 

ボウエン政権下で，財産税代替控

除が導入された．代替財源として

売上税率が(食料品を除き)2％から

4％に引き上げられ，郡調整粗所得

税が導入された． 

1998 年 

州最高裁判所は「客観的な実在」

をもとにした資産価値の再評価を

要請した． 

2002 年 

オバノン政権下でカーナン副知事

が主導した居住用資産税額控除の

拡充により，財産税の負担が軽減

された．棚卸資産の非課税化も提

案された． 

2004 年 
州憲法改正により，棚卸資産は非

課税となった． 

2007 年 

ダニエルズ政権下で，財産税負担

の上限を設けるキャップ制が採用

された． 

2014 年 

ペンス政権下で，地方政府の選択に

より，①２万ドルまでの償却資産の

課税除外，②経済再生特区の新規設

備への大型課税免除，の措置が可能

になった． 

（資料）Bohanon, et al. (2009) p.240, Faulk, et al. 

(2011) pp.1-2, Stafford and Deboer (2014) 

p.6, Purdue Agricultural Economics 

(2002) より作成．  

 

18 松井（2019）p.211. 
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1979 年には，当時の高いインフレ

率という経済情勢下での資産再評価

が行われたが，再評価の伸び率が前 3

年間の平均伸び率もしくは 5～10％

の資産評価成長因子（Assessed Value

 Growth Quotient［AVGQ］）に制限さ

れた19． 

 財産税制限の税収減を追加的に補

うために，1984 年には郡選択所得税

（County Option Income Tax［COIT］）

が，1987 年には郡経済成長所得税（C

ounty Economic Development Incom

e Tax［CEDIT］）が，それぞれ導入さ

れた20．なお，CEDIT は CAGIT と CO

IT のいずれかの上乗せとして導入す

る形になっている．  

CAGIT と COIT，CEDIT は選択的地

方所得税（LOITs）と総称されるが，

全米で同様の課税を行っているのは

18 州，選択的地方売上税（Local Opt

ion Sales Taxes）と組み合わせずに L

OITs のみを実施しているのは５州で

ある21． 

1998 年，インディアナ州最高裁判

所は，資産の適切な課税評価に基づく

                                                   
19 Bohanon, Faulk and Hicks (2009) 

p.240. 
20  Faulk, Kuhlman, Salimova, and De

varaj (2011) p.2. 
21 2011 年時点でデラウェア州，イン

資産価値は市場価値と同じである必

要はなく，「客観的な実在」（Objectiv

e Reality）に基づくシステムのもとで

測定すべきだ，と判決した（Town of

 St. John v. State Board of Tax Com

missioners, No. 49S10-9806-TA-340）．

さらに，税裁判所（Tax Court）は州の

租税委員会（State Board of Tax Com

missioners）に，2002 年 3 月 1 日に実

施する再評価のために，新しい評価方

法と規制を導入することを求めた． 

この財産税の資産価値の再評価に

より，平均して 33％税負担が増える

ことが見込まれたうえ22，深刻な財政

赤字と経済停滞に見舞われたために

行われたのが 2002 年税制改革である． 

 

３．３ インディアナ州の 2000 年

代以降の税制改革 

 

2002 年税制改革では，民主党のオ

バノン（Frank O'Bannon）知事の政権

下で，カーナン（Joe Kernan）副知事

が主導して，超党派的に改革が進めら

れた． 

成立した 2002 年税制改革は，居住

ディアナ州，ケンタッキー州，メリー

ランド州及びミシガン州．Faulk, Kuh

lman, Salimova, and Devaraj (2011) p.

1 参照． 
22 Lohrmann (2002). 
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用資産税額控除（Homestead Credit）

を充実して財産税の負担を軽減する，

その代替財源として小売売上税の税

率を 5％から 6％に引き上げる，個人

所得税を 3.4％の比例税率から 3.9％

と 4.4％の超過累進税率に転換する，

タバコ税を増税するなど，包括的なも

のだった23． 

また，経済成長の観点から，棚卸資

産の非課税化も提案され，2004 年に

は州憲法改正により棚卸資産は非課

税となった．さらに，1933 年から導入

していた取引高税（粗所得税［Gross 

Income Tax］）を廃止し，すでに導入

されていた法人調整粗所得税（Corpo

rate Adjusted Gross Income Tax）に統

一する案も提案され，2002 年 6 月に

議会を通過した24．そして，カーナン

副知事は 2001 年 12 月，テクノロジー

関連の雇用を増やす 21 世紀プランを

発表した． 

この税制改革は，資産の再評価につ

いて解釈と運用が郡の間で不統一で

あるなど，新たな問題を引き起こした

                                                   
23 Lohrmann (2001a), Purdue Agricult

ural Economics (2002). 
24 Kaeding and Wilt (2016) pp.3-6. 

法人調整粗所得税の税率は 2003 年 1
月，それまでの 3.4％から 8.5％に引
き上げられた．その後，2012 年 6 月
から 2015 年 6 月までは 6.5％とされ
た． 

25．また，棚卸資産の非課税化により

171 億ドルの減収が予想されたのに

応じて，地方政府が財産税の税率を引

き上げたため，他の課税資産，つまり

居住部分の税負担が増えた26． 

 2007 年，地域ごとに不統一だった

評価方法の変更が行われ，2005 年の

販売価格をもとにした課税が行われ

た．しかし，その前年は 1999 年の販

売価格をもとにした課税であったた

め，多くの資産所有者にとって増税と

なった．そのため，資産の実態が変化

していないのに増税するのは水平的

不平等だと反発した納税者から，財産

税自体を廃止すべきだという議論が

出るようになった．2002 年税制改革

は，財産税の資産再評価を契機に，企

業課税改革，経済成長の議論に発展し

たが，財産税自体の存廃の議論も生み

出した． 

2007 年の財産税改革ではダニエル

ズ（Mitch Daniels）知事が財産税自体

の廃止を目指したものの頓挫した．そ

の代わり，州政府は資産評価額（Prop

25 Faulk, Kuhlman, Salimova, and De

varaj (2011) pp.1-2. 
26  Stafford and Deboer (2014) p.6. 2
002 年には事業用棚卸資産の税収減
を相殺するために「居住用控除のため
の CEDIT」（CEDIT for Homestead C

redits）も導入された．Nagle (2012) p.

10 参照. 
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erty’s Gross Assessed Value）の一定

割合（居住用資産は１％，賃貸用資産

は２％，償却資産を含む商工業用資産

は３％）を税負担の上限とするキャッ

プ制（Property Tax Cap Limit）を採

用した．その代替財源として，小売売

上税の税率を 6％から 7％に引き上げ

ることで，地方政府支出分の 30 億ド

ル分を補てんすることになった．さら

に，それまであった選択的地方所得税

（LOITs）27に加えて，3 つの補完的な

選択的地方所得税として“LOIT for P

roperty Tax Relief”（LPTR），“LOIT f

or Property Tax Replacement”（LPTF），

“LOIT for Public Safety”（LPS）を

導入した28． 

 2007 年の財産税削減の成果につい

ては，2007 年の財産税軽減は，地方政

府の税負担を居住者から企業とくに

商工業用資産に移行させたとするの

はスタフォード＝デボールである．彼

らによれば，2007 年から 2011 年にか

けて居住用資産の税負担は 15.9％減

少したが，農業用，商工業用資産の税

負担は 8.5％増大した．これは居住用

                                                   
27 選択的地方所得税は，第２節で述

べた CAGIT，CEDIT，COIT に加えて，

2002 年に導入された「居住用資産税

額控除のための CEDIT」（CEDIT for 

Homestead Credits）からなる（Faulk,

 Kroll and Salimova (2013) pp.1-4)．

資産一般控除（Residential Standard D

eduction）と補完的居住用資産控除（S

upplemental Homestead Deduction）の

影響が大きかったためである29．この

ため，産業界は財産税の廃止を求めた．

たとえば，インディアナ工業会のキー

リー（Pat Kiely）会長は「2007 年から

2011 年にかけて全体では財産税の負

担が 10.3％減少したが，産業用の土

地，建物，償却資産の負担は 6.3％増

大した」との論説を発表している 30． 

一方で，行政サービス面に注目した

インディアナ大学公共政策研究所の

ロス＝チークは，2007 年の財産税改

革による地方政府の税収減が大きく，

2013 年には 7,040 億ドル以上の財産

税減収が生じたと試算する．彼らは，

税収減の大きな地域では行政サービ

スが低下している，税負担軽減の恩恵

をうけるのはより価値の高い資産を

持つ層であるから公平とはいえない，

税収減はサービスやインフラに影響

を与えている，ただし州間の競争力の

面で見ると税負担はいまだに高く，キ

ャップ制は経済成長のための競争的

なお，これらの選択的地方所得税は 2

017 年より地方所得税（Local Income

 Taxes）に統合された（IC 6-3.6）． 
28 Nagle (2012) p.10. 
29 Stafford and Deboer (2014) p.11.  
30 Kiely (2014). 
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な税率にはなっていない，政策担当者

は地方財政の公平で効率的な改善の

ための実質的な機会を提供すべきだ，

との評価を示した31．産業界から経済

成長のための改革が要請されたため，

2013年に就任した共和党のペンス（M

ike Pence）知事は，償却資産税の段階

的廃止の検討を表明した32． 

2014 年の税制改革ではペンス知事

は償却資産税自体の廃止はあきらめ

たものの，ともに共和党が多数派を占

めていた州上下両院に償却資産税減

税案を提案させた．償却資産税に関し

ては，地方政府ごとの選択により 2 万

ドルまでの償却資産への課税除外を

可能とするとともに，郡ごとの選択に

より経済再生特区における新規設備

への課税免除をそれまでの 10 年間か

ら 20 年間に延長する大型課税免除な

どを可能とするものとなった（IC 6-1.

1-12.1）33．  

2 万ドルまでの償却資産への課税

除外を設けると，それまでの課税対象

者の 71％が課税除外対象になるとさ

                                                   
31 Ross and Cheek (2014) pp.4-5．  
32 Stafford and Deboer (2014) p.33.  
33 Koklanaris (2014) p.689. 大型課税

免除は，具体的には，2013 年 6 月 30

日以降に承認された給付明細書に適

用され，経済再生特区の軽減スケジュ

ールは 20 年を超えない期間で定めら

れることになった（IC 6-1.1-12.1-1

れた34．特徴的なのは，これらの課税

除外を採用するかどうかがそれぞれ

の地方政府の判断とされたことであ

り，郡側の当初案の反対の声に譲歩す

る形になった．また，郡ごとの選択制

にしても，「近隣地域はその制度をつ

くるのを待つだろうか，結局は全州的

な導入になる」との指摘もみられた35． 

 

 ４．教育財政の整理 

 

４．１ 米国の公教育36 

 

米国の公教育に関する権限は，憲法

（修正第 10 条）により，州政府に留

保されており，連邦政府は，範囲が限

定された財政援助をおよび助言を行

うにとどまっている．初等・中等教育

に関する教育財政は，伝統的に学区（s

chool district）を主体として発展して

きた．学区の主要な財源は財産税と州

補助金であるため，その課税ベースで

ある資産に税収がダイレクトに反映

する．学区制度は富裕地区にある学区

7）． 
34 Drenkard (2013). 
35 Rusthoven (2014). なお，郡政府は

税収不足を補うために選択的地方所

得税（LOITs）を採用することも可能

である．  
36 本項目の叙述は小泉（2004）pp.21

－47 による． 

- 93 -



八戸学院大学紀要 第 62号 

ほど高水準の教育サービスが享受で

き，貧困地区の学区ほど低水準の教育

サービスに甘んじるという矛盾を内

包している．この矛盾のために，197

0 年代以降，教育財政訴訟が展開され

た．たとえば，カリフォルニア州の 1

971 年，セラーノ対プレスト（Serrano

 v. Priest）訴訟．教育財政訴訟では，

教育サービスの格差を平等保護条項

（連邦憲法修正第 14 条）に違反する

と位置付けるとともに，その解決策と

して州補助金制度を媒介とした学区

間の財政調整の問題を提起した．  

教育サービスの格差に関しては，2

つの異なった評価がある．新古典派経

済学の地方財政論からは，学区間の財

産税負担と教育サービスの格差の問

題は，公教育に対する選好が同質な住

民から構成された財政コロニーが形

成された結果に過ぎないと考え，学区

間の教育費格差を是認し，教育資源の

ローカルコントロールを重視する．一

方で，教育財政学者からは教育サービ

スの分配は，資産や所得などの納税者

の支払い能力を基準とすることなく，

納税者の教育に対する選好でのみ決

定される時，公平が達成される「財政

中立の原則」が提起され，学区の教育

                                                   
37 Fisher（2015）pp.492-494. 

支出水準は学区に賦存している財産

税評価額に対して中立でなければな

らないとする．このため，州政府の介

入により，教育財源の調整的な配分を

重視する．財政調整には２つの方法が

ある．財産税を基盤とした学区財政を

州補助金により財政調整する方法と

学区の財産税を州に移管し学区財政

を州に統合する方法である．制度とし

ては全額州負担制度と，学区財政を州

補助金により財政調整する方法の制

度では基本補助金，割合均等化プログ

ラム，保障課税ベース補助金，学区間

財政力平衡化補助金がある37． 

 

 ４．２ インディアナ州の教育財政

調整制度の変遷  

 

インディアナ州（292 学区）では 1

949 年に財政調整制度として，Founda

tion Program が導入されていた．1973

年以前はインディアナ州の学区は，州

からの支援と引き換えに，基礎レベル

を満たすために最低税率を課す必要

があった．この結果，学区は財産税に

より教育収入の約 2／3 をまかなって

いた．さらに，学区は教育のために地

域で追加の税収を上げることが許可
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されていることから,裕福な学区ほど

増税をして多くの財源を有していた. 

1973 年のボウエン税制改革により

導入された州の教育定式補助金（Stat

e School Aid Formula）によって教育

に対する財産税の課税の増加を抑制

することで，1980 年代後半から 1990

年代初頭までに，初等・中等教育の予

算の 2／3 は州によりまかなわれるこ

とになった．  

2003 年には，小売売上税を 1％増税

することで，居住用資産税額控除（H

omestead Credit）を充実して財産税の

負担を軽減し，教育への資金提供に対

する州の貢献を増やした38. 

2006 年，それまでは，学区は少なく

とも前年のフォーミュラ（公式）を通

じて分配された金額に加えて，その金

額の一定の割合の増加を受け取るこ

とが最低保証されていたが，新しいフ

ォーミュラは最低保証を排除した．正

規学生が利用できる州の金額は同じ

であり，学生が教育を受ける学校がそ

の学生の金額を受け取る「お金は子供

に従う “money follows the child”」と

いうフォーミュラを採用した． 

2008 年，住宅所有者の減税策とし

て一般売上税を 6％から 7％に引き上

                                                   
38 Toutkoushian and Michael(2004).  
39 Hirth and Eiler,(2012) . 

げ，学区の主要な資金源となる公法 1

46 を可決.これに対し，学校関係者は，

売上税の変動性，財産税の安定性の必

要性，長期にわたる景気後退に対する

準備金の欠如という懸念を表明した．

準備金の欠如という懸念に応えて，議

会は州の授業料支援の約 4.5％に相

当する準備金を作成したが，学校関係

者はその金額が不十分とした 39. 

2008 年の改革は地方の財産税率に

上限を課し，教育一般基金のすべての

責任を地方政府から州政府に移し，教

育格差を縮小させる政策となった.し

かし，2008 年以降，188 学区は課税上

限を超えるための承認を求める住民

投票を行った．現在のペースで収入を

税率の上限を超えて引き上げると，最

も裕福な地区と最低収入の地区の教

育における資金の不平等は間違いな

く悪化し続けると懸念された40． 

2008 年秋の経済危機により，これ

らの懸念が現実となった．2010 年の

景気後退と予想を下回る売上税収入

により，州は公教育から 3 億ドルを削

減し，学校は大幅な削減と予算の他の

分野の削減を余儀なくされた． 

2008 年の改革では，教育財政シス

テムの合憲性が争われ，そのうちの 1

40 Kleban（2020）．  
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つはインディアナ州最高裁判所で判

断された.それまで，学校財政訴訟の

歴史上，インディアナ州は学校資金の

合憲性に関する裁判所の判決がない

7 つの州のうちの 1 つだった．2009 年

のボナー対ダニエルズ（Bonner v. Da

niels）訴訟では州最高裁は「インディ

アナ州憲法が認めることは，公立学校

の一般的で統一されたシステムを確

立するように議会に指示するが，それ

は，司法的に強制力のある質の基準を

義務付けていない.個々の学生が権利，

資格，または公教育を追求する特権は，

州憲法ではなく，議会による制定に由

来する」と認定した41．州にとっての

勝利となった． 

原告の学区は 2011 年 5 月に州議会

による学校の資金調達方式の変更に

応じて，訴訟を取り下げた．新しい変

更により，実際に登録された学生に対

してのみ学校に支払うことでフォー

ミュラが調整され，登録が減少してい

る地区が受け取る資金の段階的廃止

が排除されたためである42． 

 

４．３ 2008 年の教育財政改革の

結果 

 

                                                   
41 Hirth and Eiler,(2012) . 
42 Cavazos and Elliott（2015）.    

2008年の財産税改革と 2011年の追

加的な改革より，地方教育当局（Loc

al Education Agency LEA）は，学区

から独立し，すべての資金を直接受け

取り，報告する． 

州の伝統的な学区は，地方，州，お

よび連邦の資金源を組み合わせて資

金提供される．チャータースクールは，

連邦および州の資金提供を受ける資

格があるが，地方の財産税収入を受け

取れないため，施設などのための資金

提供を受けない．他州と同様に，資本

プロジェクトは，債券発行を通じて地

元で資金提供されており，債務返済は

独自の財産税収入によって確保され

ている43． 

2008 年の教育財政改革では，時間

の経過とともにどのように結果をも

たらしたのか．米国国勢調査局による

公立学校の財政に関する年次調査と

全米教育協会のデータに基づくレポ

ートによれば以下の通りである． 

全国的に，インディアナ州は，教

育資金の合計に関連するほとんどの

指標で平均を下回っている（学生あた

りの資金で 27 位，一人当たりの資金

で 27 位，個人所得 1,000 ドルあたり

の資金で 21 位）. 

43 Kleban（2020）．  
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インディアナ州は，公教育資金と

教師の給与の点で，州境を接する 5 つ

の州（イリノイ州，ケンタッキー州，

ミシガン州，オハイオ州，ウィスコン

シン州）と比べて優位なものがない．

インディアナ州は近年かなりの地位

を失ったことは特に懸念される． 

□公教育に提供される総財政支援

のレベルに関して，2009-10 年から 2

015-16 年の間に，インディアナ州の

ランキングは，学生 1 人あたりの資金

調達で 11 位，1 人あたりの資金調達

で 17 位，個人所得 1,000 ドルあたり

の資金調達で 16 位へと下落した． 

2015-16 年，インディアナ州は，

学生 1 人あたりの教育費で 34 位，学

生 1 人あたりの教育給与で 42 位，学

生 1 人あたりの教育給付費で 23 位に

ランクされた．これらのランキングは，

わずか 10 年前のインディアナで大幅

に低くなっている44． 

 また，クレバン（2020）は 1996 年

のミシガン州の教育財政改革と比較

して，インディアナ州の教育財政改革

はその効果が小さいことを示唆して

いる．ミシガン州は 72 年の教育訴訟

であるミリケン対グリーン（Milliken 

v. Green）判決以降，学区間の教育費

                                                   
44 Toutkoushian(2019）． 
45 小泉（2004）pp.21-47． 

格差の是正がおこなわれてきたが，

1993 年，州教育援助法成立，代替財源

案は，提案Ａとして住民投票に付され

通過した．売上税，使用税の税率引き

上げ（税率 4％→6％）などによる財源

の一部が，教育補助金基金に繰り入れ

られ，教育財源に充当された．学区間

の教育費格差の是正と教育財源の脱

財産税化が行われた45． 

 

４．４ 中西部州の比較 

 

次に財政面で検討する．2001 年度

時点で連邦，州，地方政府の機能分担

は，保健分野では連邦 52％，州 44％，

地方 4％であるが，社会福祉では連邦

34％，州 41％，地方 25％であり，州

政府中心となっている．一方で地方政

府が中心となっているのはレクリエ

ーション，文化（連邦 16％，州 13％，

地方 71％），司法（連邦 15％，州 39％，

地方 46％），警察（連邦 15％，州 12％，

地方 73％），教育（連邦 5％，州 18％，

地方 77％），消防（連邦 1％，州 0％，

地方 99％）である46． 

2002 年度における米国の全州合計

の 歳 入 構 成 を み る と ， 自 主 財 源

（General Fund）43.9％，その他の州

46 Baker（2003）p.37．  
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会計 24.3％，連邦補助金 28.7％，州

債 3.1％である．そのうち，自主財源

の構成は，個人所得税 36.6％，売上税

33.4％，法人所得税 5.8％，その他

24.2％である47． 

表 2 は全州合計とインディアナ州，

ミシガン州の，2000 年と 2018 年の歳

入構成であり，表 3 はその歳出構成で

ある．州財政の歳入は連邦からの補助

金と自主財源からなるが，自主財源の

中心は州税である．州税のなかでは個

人所得税の構成比が高い． 

2000年と 2018年の歳入構成の比較

で興味深いのは，全州合計で見た場合，

連邦からの補助金の構成比が増加し

ていることである．また，個人所得税

の税収における構成比が 36.1％から

38.1％に増加し，法人所得税の構成比

が 6.0％から 4.7％に減少している．

インディアナ州は一般売上税の構成

比が増加している． 

続いて歳出の全州合計をみると，地

方政府への補助金の構成比は 30.2％

から 23.3％へと減少している．一般

支出を見ると，社会福祉の構成比が高

く，その割合は 34.7％から 43.1％へ

増大している． 

次に地方政府である．表 4 は全地方

                                                   
47 NASBO (2004) pp.3-5,94-95. 

政府とインディアナ州，ミシガン州の，

2000 年と 2018 年の歳入構成であり，

表 5 はその歳出構成である．地方政府

財政をみると，歳入は州からの補助金

と自主財源，なかでも税収が中心であ

る．税収のうちでは財産税の構成比が

高い．2000 年と 2018 年の歳入を比較

すると，全地方政府合計では，補助金

が 34.5％から 30.4％へ減少している

の に対 し て ， 税 収 は 32.8％ から

36.7％へ増加している．補助金の割合

が高いのはミシガン州の地方政府で

あり，2000 年は 46.1％，2018 年には

41.8％に減少しているものの，なお高

い割合となっている．インディアナ州

の教育構成比は 41.6％から 35.9％に

減少したことがわかる. 

 

 

 

表２： 中西部州と主要州の歳入構成（単位：百万ドル）
2000年 全州合計 インディアナ州 ミシガン州
歳入 1,260,829 20,456 49,511

補助金構成比 21.8% 24.2% 18.9%
自主財源構成比 56.3% 68.0% 60.8%
　　税収構成比 42.8% 49.4% 46.0%

税収 539,655 10,104 22,756
個人所得税構成比 36.1% 37.1% 31.6%
法人所得税構成比 6.0% 9.2% 10.5%
財産税構成比 2.0% 0.0% 7.5%
一般売上税構成比 32.3% 35.4% 33.7%

2018年 全州合計 インディアナ州 ミシガン州
歳入 2,630,221 45,070 81,137

補助金構成比 26.2% 33.4% 26.3%
自主財源構成比 53.6% 56.5% 55.3%
　　税収構成比 38.9% 43.0% 37.6%

税収 1,022,783 19,398 30,508
個人所得税構成比 38.1% 30.0% 33.6%
法人所得税構成比 4.7% 3.6% 3.6%
財産税構成比 1.7% 0.1% 7.1%
一般売上税構成比 30.9% 40.2% 32.3%
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資料（表 2，表 3 ともに）：U.S.Censu

s Bureau, State & Local Government 

Finance Historical Datasets and Table

s 各年版より作成. 

 

 

 

資料（表 4，表 5 ともに）：U.S.Censu

s Bureau, State & Local Government 

Finance Historical Datasets and Table

s 各年版より作成 

                                                   
48 Brunori（2007）p.341． 

 

５．おわりに  

 

本稿では，米国中西部インディアナ

州の 2000 年以降の教育財政改革を検

討した．インディアナ州の企業課税改

革は財産税改革であった.財産税は地

方政府の主要な教育財源であり，イン

ディアナ州の財産税改革によって，教

育財政の州集権化が進んだことを明

らかにした．この背景には，レーガン

政権におけるアドバイザー的な役割

を果たし，「サプライサイド経済学の

父」ともされる48ラッファー（Arthur 

Laffer）などによる州レベルの成長促

進税制改革の推進の影響もあるとみ

られるが，その検討は別稿を期したい． 
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